
事　項 業務の区分
当該業務に係る行政文書の類型

（施行令別表の該当項）
文書の具体例 保存期間

保存期間満了時の
措置

1 個人の権利義務の
得喪及びその経緯

行政手続法第２条
第３号の許認可等
に関する重要な経
緯

許認可等をするための決裁文書その
他許認可等に至る過程が記録された
文書（十一の項）

行政文書開示請求書・開示決定書・
異議申立書

許認可等の効力が
消滅する日に係る
特定日以後５年

以下について移管
・国籍に関するも
の

2 法人の権利義務の
得喪及びその経緯

許認可等に関する
重要な経緯

許認可等をするための決裁文書その
他許認可等に至る過程が記録された
文書（十一の項）

行政文書開示請求書・開示決定書・
異議申立書

許認可等の効力が
消滅する日に係る
特定日以後５年

以下について移管
・運輸、郵便、電
気通信事業その他
の特に重要な公益
事業に関するもの
・公益法人等の設
立・廃止等、指
導・監督等に関す
るもの

支出決定簿

徴収簿

支出官引継書

現金出納簿

債権現在額通知書

計算書

証拠書類

④①から③までに掲げるもののほ
か、決算の提出に至る過程が記録さ
れた文書（二十二の項ニ）

調書

特定個人情報等管理簿

本人確認書類

債主登録決議書

銀行振込依頼書

支出証明書

５年

給与所得者の扶養控除等異動申告書 ７年

議員への説明

趣旨説明

想定問答

答弁書

国会審議録

大臣官房会計課経理班　保存期間表

10年

4 予算及び決算に関
する事項

歳入及び歳出の決
算報告書並びに国
の債務に関する計
算書の作製その他
の決算に関する重
要な経緯

５年

２年経理業務に関する文書

以下について移管
・大臣の演説に関
するもの
・会期ごとに作成
される想定問答

3 告示、訓令及び通
達の制定又は改廃
及びその経緯

訓令及び通達の立
案の検討その他の
重要な経緯

制定又は改廃のための決裁文書（二
十の項ロ）

その他予算執行等
に係る文書

5 国会及び審議会等
における審議等に
関する事項

国会審議 国会審議文書（二十九の項） 10年

資金前渡官吏等の補助者となるべき
者の官職指定及びその事務の範囲に
ついて

以下について移管
・行政文書管理規
則その他の重要な
訓令及び通達の制
定又は改廃のため
の決裁文書

①歳入及び歳出の決算報告書並びに
その作製の基礎となった意思決定及
び当該意思決定に至る過程が記録さ
れた文書（二十二の項イ）

以下について移管
・財政法第37条第
１項の規定による
歳入及び歳出の決
算報告書並びに国
の債務に関する計
算書の作製の基礎
となった方針及び
意思決定その他の
重要な経緯が記録
された文書（財務
大臣に送付した歳
入及び歳出の決算
報告書並びに国の
債務に関する計算
書を含む。）
・財政法第37条第
３項の規定による
継続費決算報告書
の作製の基礎と
なった方針及び意
思決定その他の重
要な経緯が記録さ
れた文書（財務大
臣に送付した継続
費決算報告書を含
む。）
・財政法第35条第
２項の規定による
予備費に係る調書
の作製の基礎と
なった方針及び意
思決定その他の重
要な経緯が記録さ
れた文書（財務大
臣に送付した予備
費に係る調書を含
む。）
・上記のほか、行
政機関における決
算に関する重要な
経緯が記録された
文書

②会計検査院に提出又は送付した計
算書及び証拠書類（二十二の項ロ）

1/2



事　項 業務の区分
当該業務に係る行政文書の類型

（施行令別表の該当項）
文書の具体例 保存期間

保存期間満了時の
措置

取得した文書の管理を行うための帳
簿（三十一の項）

受付簿 ５年

決裁文書の管理を行うための帳簿
（三十二の項）

決裁簿 30年

文部科学省行政文書管理規則第23条
第３項に定める廃棄に係る記録

文部科学省行政文書管理規則第23条
第３項に基づき廃棄した行政文書
ファイル等の記録

５年

標準文書保存期間基準 次回の更新まで

7 契約に関する事項 契約に関する重要
な経緯

契約に係る決裁文書及びその他契約
に至る過程が記録された文書

仕様書案
協議・調整経緯

契約が終了する日
に係る特定日以後
５年

廃棄

8 予算編成（概算要
求）に関する事項

予算編成（概算要
求）

予算編成、概算要求に関する文書 予算編成、概算要求に関する資料
担当官説明資料、積算根拠等

５年 廃棄

予算の執行、旅費・謝金等の支出に
関する資料
実施原議　等

５年

ＩＣ乗車カード使用簿等 １年

10 証明に関する事項 証明 各種証明に関する文書 ５年 廃棄

別途、正本・原本が管理されている
行政文書の写し

定型的・日常的な業務連絡、日程表
等

出版物や公表物を編集した文書

課の所掌業務に関する事実関係の問
合せへの応答

明白な誤り等の客観的な正確性の観
点から利用に適さなくなった文書

意思決定の途中段階で作成したもの
で、当該意思決定に与える影響がな
いものとして、長期間の保存を要し
ないと判断される文書

廃棄

11 １年未満 廃棄

旅費・謝金等に関する文書 廃棄

文部科学省行政文
書管理規則におい
て、１年未満の保
存期間とすること
ができる文書

文部科学省行政文書管理規則におい
て、１年未満の保存期間とすること
ができる文書

9 旅費・謝金等に関
する事項

旅費・謝金等

6 文書の管理等に関
する事項

文書の管理等
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